（仮称）デザインクリエイティブセンターKOBEの開設に向けてご協力をいただける
クリエイティブな方々のフレンドシップ登録（神戸創庫おもしろくし隊）を募集しています！
現在、神戸市では、神戸のすばらしい資源や魅力をデザインの視点で見つめなおし、磨きをかけることにより、新たな魅力と活力を創り出し、くらしの豊かさを創造する都市戦略「デザイン都市・神戸」を推進しています。
その「デザイン都市・神戸」のシンボルとして、“創造と交流”の拠点となる施設　「（仮称）デザインクリエイティブセンターKOBE」が、平成24年度中にオープンします。このセンターでは創造的な人々の集積及び活動の展開を図り、そうした人々のチカラ・活動によって、社会の様々な課題が創造的に解決されることを目指しています。
しかし、大切なのは、場として建物を整備することではなく、ここでどういった創造的活動が展開されるかです。そこで、平成24年度中のセンターオープンまでの間、この趣旨に賛同し、将来このセンターを活用した創造的活動の推進あるいはその意思や関心をお持ちのクリエイティブな方々（団体及び個人）に神戸創庫おもしろくし隊へのフレンドシップ登録をお願いし、みなさんの活動とどういった効果的な連携や支援ができるのか、具体的に探っていきたいと思っています。何卒、登録にご協力をお願いいたします。
１．（仮称）デザインクリエイティブセンターKOBEについて　(旧神戸生糸検査所) 
旧神戸生糸検査所は、新港突堤西地区を代表する景観上重要な建築物であるとともに、近代神戸の歴史を物語る重要な近代産業化遺産です。また、日本の文化・産業を世界に向けて発信するための重要な拠点でした。

神戸市では、この貴重な建築物を取得し、既に建物自体が内包する素晴らしさを活かしながら、創造力による活動の場としてのイノベーションを試み、「デザイン都市・神戸」の“創造と交流”の拠点「（仮称）デザインクリエイティブセンターKOBE」として、平成24年度のオープンを目指しています。
２．フレンドシップ登録について

（１）フレンドシップ登録制度の概要
当フレンドシップ登録では、登録団体等の顔の見える関係を築き、登録団体等の意見・活動をもとにセンターオープン後の具体的な事業展開や創造的活動の支援内容をまとめていきたいと考えています。

また、各々の創造的活動の相互連携を図ることで、各登録団体等の創造的活動の推進を図るとともに、将来のセンターの基盤となるネットワークの構築へつなげていくことを目指します。

登録については、団体、個人を問いません。登録活動内容が異なっていれば、ある団体に属している個人が、団体の登録とあわせて個人としての登録を行うこともできます。

大学等教育機関の登録も大歓迎です。

登録いただいた団体・個人に対しては、活動の場の提供等一定の支援を行っていきます。
（２）以下の項目Ａ、Ｂに該当する方（団体・個人）の登録を求めています。
　　　項目Ａは必須で、かつ項目Ｂのいずれかひとつに該当する方（団体・個人）の登録を求めています。

【項目Ａ（必須）】
①創造的活動を試み、その活動を継続的に展開している団体及び個人
②（仮称）デザインクリエイティブセンターで創造的活動を行う意思のある団体及び個人
※創造的活動をできるだけ広くとらえるようにしておりますので気軽にご相談ください。
【項目Ｂ（以下、いずれかに該当）】
③デザインやアートなど創造的活動のビジネス化を図ろうとする団体及び個人、またはその支援を行おうとしている団体及び個人

④デザインやアートなど創造的活動による社会的課題解決について新しい取り組みや研究、開発を試みようとする団体及び個人、または、そのことに対し将来の活動として興味、関心を持つ団体及び個人
⑤デザインやアートなど創造的活動を担っていく人材の育成を図ろうとする団体及び個人
⑥デザインやアートなど創造的活動を全国規模以上でネットワーク化を図ろうとしている団体
※但し、以下に該当する団体又は個人は除きます。
・宗教的活動または政治的活動を主たる活動としている団体又は個人
・暴力団もしくは暴力団と密接に関連している団体又は個人
・法令に違反する若しくは公序良俗を害するおそれがある団体又は個人
（３）登録料　無料

（４）登録方法

　　　ウェブサイト（http://kobe-designhub.net）からご登録ください。
ウェブサイトをご利用いただけない方は、別紙登録用紙にご記入の上、下記までFAX・郵送またはmailにてお送りいただいても結構です。
また、登録いただいた団体・個人につきましては、ホームページでの発信を予定しておりますので、その際に使用する写真データ（顔写真、活動写真、ロゴマーク等）も合わせてご提出ください。
（５）フレンドシップ登録団体等に対する支援内容
登録いただいた方々と、どのような形で効果的な支援ができるのかを探っていきたいと考えています。現在検討しているのは以下のような支援です。但し、予算内での対応となります。
（仮称）デザインクリエイティブセンターがオープンする平成24年度までの間、
・登録団体等間の創造的活動の連携支援

・登録団体等及び活動内容をホームページ等で広く発信支援
・登録団体等の活動場所の提供
（６）登録の取り消し

登録者が、次に掲げるいずれかに該当した場合、登録は取り消させていただきます。
・登録内容に虚偽の記載があったとき
・登録内容が上記の登録団体等の要件に該当しなくなったとき
・その他、登録に相応しくないと判断したとき
（７）その他

このフレンドシップ登録制度はセンターオープンまでの期間限定の制度といたします。

センターオープン後は、今回登録いただいた団体等の活動及び連携状況を踏まえ、あらためてセンターの基盤となるネットワークを構築する予定です。
	【登録・問合せ先：神戸市企画調整局デザイン都市推進室】
TEL：078-322-6573　　　　FAX：078-322-6051　　
Mail: design-hub@office.city.kobe.lg.jp
Web：http://kobe-designhub.net
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